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本
稿
は
左
記
の
拙
論
の
続
編
で
あ
る
。

・「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏　

─
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
─
（
一
）」

　
　
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
47
号　

第
一
部　

日
本
語
・
日
本
文
学
編　

平
成
22
年
3
月
）

・「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏　

─
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
─
（
二
）」

　
　
（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
15
号　

平
成
22
年
4
月
）

・「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏　

─
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
─
（
三
）」

　
　
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
48
号　

第
一
部　

日
本
語
・
日
本
文
学
編　

平
成
23
年
3
月
）

・「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏　

─
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
─
（
四
）」

　
　
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
48
号　

第
四
部　

人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
編　

平
成
23
年
3
月
）

・「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏　

─
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
─
（
五
）」

　
　
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
49
号　

第
一
部　

日
本
語
・
日
本
文
学
編　

平
成
24
年
3
月
）

・「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏　

─
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
─
（
六
）」

　
　
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
49
号　

第
四
部　

人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
編　

平
成
24
年
3
月
）

・「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏　

─
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
─
（
七
）」

　
　
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
50
号　

第
一
部　

日
本
語
・
日
本
文
学
編　

平
成
25
年
3
月 
刊
行
予
定
）

40
、「
彡
イ
本
」（
20
ウ
）

　

資
料
Ｂ
─

36
の
項
目
は
注
記
数
が
多
い
の
で
、
次
に
示
す
よ
う
に
各
写
本
に
お
け
る
注
記

の
配
列
順
に
①
②
…
…
の
番
号
を
付
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
表
Ｂ
─

36
─
ａ
に
観
智
院
本
の

配
列
順
に
し
た
が
っ
て
各
写
本
の
注
記
の
対
照
表
を
作
成
し
た
。

∧
研
究
ノ
ー
ト
∨

西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏

︱
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
︱
（
八
）

小　

林　

恭　

治

資料B−36

観智院本

①
亠

シ
ウ　

②
ヲ
サ
ム

③
ツ
ク
ル　

④
ツ
ト
ム　

⑤
ヲ
コ
ナ
フ

⑥
イ
タ
ハ
ル  

⑦
ツ
ク
ロ
フ  

⑧
ナ
ラ
フ  

⑨
カ

フ  

⑩
シ
タ
カ
フ

⑪
ヒ
ラ
ク　

⑫
ナ
カ
シ　

⑬
正

　　

⑭
彡
阝

西念寺本

①
亠

シ
ウ　

②
ヲ
サ
ム　

③
ツ
ク
ル　

④
ツ
ト
ム　

⑤
オ
コ
ナ

フ　

⑥
イ
タ
ハ
ル　

⑦
ツ
ク
ロ
フ　

⑧
ナ
ラ
フ　

⑨
カ

フ　

⑩
シ
タ

カ
フ　

⑪
ヒ
ラ
ク　

⑫
カ
ナ
シ　

⑬
正

　　

⑭
ク
フ
部　

⑮
彡
イ
本

高山寺本

①
音

シ
ウ　

②
オ
サ
ム　

③
ツ
ク
ル　

④
ツ
ト
ム　

⑤
オ
コ
ナ
フ

⑥
ナ
ラ
フ　

⑦
イ
タ
ハ
ル　

⑧
ツ
□
ロ
フ　

⑨
カ

フ　

⑩
シ
タ
カ
フ

⑪
ヒ
ラ
ク　

⑫
ナ
カ
シ　

⑬
□

正　
　
　

⑭
在
彡
部

観
智
院
本

西
念
寺
本

高
山
寺
本

　

①
亠

シ
ウ

　

②
ヲ
サ
ム

　

③
ツ
ク
ル

　

④
ツ
ト
ム

　

⑤
ヲ
コ
ナ
フ

　

⑥
イ
タ
ハ
ル

　

⑦
ツ
ク
ロ
フ

　

⑧
ナ
ラ
フ

　

⑨
カ

フ

　

⑩
シ
タ
カ
フ

　

⑪
ヒ
ラ
ク

　

⑫
ナ
カ
シ

　

⑬
正

　

　

⑭
彡
阝

　

①
亠

シ
ウ

　

②
ヲ
サ
ム

　

③
ツ
ク
ル

　

④
ツ
ト
ム

　

⑤
オ
コ
ナ
フ

　

⑥
イ
タ
ハ
ル

　

⑦
ツ
ク
ロ
フ

　

⑧
ナ
ラ
フ

　

⑨
カ

フ

　

⑩
シ
タ
カ
フ

　

⑪
ヒ
ラ
ク

　

⑫
カ
ナ
シ

　

⑬
正

　

　

⑭
ク
フ
部

　

⑮
彡
イ
本

　

①
音

シ
ウ

　

②
オ
サ
ム

　

③
ツ
ク
ル

　

④
ツ
ト
ム

　

⑤
オ
コ
ナ
フ

　

⑥
ナ
ラ
フ

　

⑦
イ
タ
ハ
ル

　

⑧
ツ
□
ロ
フ

　

⑨
カ

フ

　

⑩
シ
タ
カ
フ

　

⑪
ヒ
ラ
ク

　

⑫
ナ
カ
シ

　

⑬
□

正
　

　
⑭
在
彡
部

表B−36−a
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表
Ｂ
─

36
─
ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「

」
（
（（（
（

の
⑮
「
彡
イ
本
」
と
い
う
注
記

が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ

る
が
、
こ
の
⑮
「
彡
イ
本
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ

れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
西
念
寺
本
の
⑮
「
彡
イ
本
」
の
直
前
の
⑭
「
ク
フ
部
」
と
い
う
注
記
は
意
味

不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
対
応
す
る
各
写
本
の
注
記
の
状
況
を
、
表
Ｂ
─

36
─
ａ
に
よ

り
確
認
す
る
と
、
観
智
院
本
で
⑭
「
彡
阝
」、
高
山
寺
本
で
⑭
「
在
彡
部
」
と
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
れ
ら
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
の
注
記
は
、
同
じ
内
容
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
と
も
に
、
文
字
列
と
し
て
、
そ
の
言
語
表
現
に
破
綻
が
な
く
、
理
解
可
能
で
あ
る
の
で
、

西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
の
方
が
誤
記
で
あ
り
、
観
智
院
本
の
⑭
「
彡
阝
」、
高
山
寺
本

の
⑭
「
在
彡
部
」
の
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

右
の
こ
と
か
ら
、西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
の
「
ク
フ
」
は
、字
画
の
類
似
か
ら
、『
彡
』

の
一
画
目
と
二
画
目
の
《

》
を
カ
タ
カ
ナ
の
「
ク
」、三
画
目
の
《

》
を
カ
タ
カ
ナ
の
「
フ
」

と
誤
認
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
恐
ら
く
は
、
転
写
を
重
ね
る
過
程
で
、『
彡
』
の
字
画

を
書
き
崩
し
た
こ
と
で
、
連
綿
線
が
出
現
し
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
ク
」「
フ
」
の
列
記
と
見
紛

う
よ
う
な
『
彡
』
を
記
し
た
写
本
が
成
立
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
転
写
す
る
際
に
、
書
き
崩
さ

れ
た
『
彡
』
を
「
ク
」「
フ
」
の
二
文
字
と
誤
解
し
た
こ
と
で
、
西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」

と
い
う
記
述
が
誕
生
し
た
も
の
と
考
え
る（

（（（
（

。

　

こ
れ
に
よ
り
、
西
念
寺
本
の
⑮
「
彡
イ
本
」
は
、
直
前
の
⑭
「
ク
フ
部
」
の
「
ク
フ
」
に

対
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
、「『
ク
フ
部
』
の
『
ク
フ
』
が
異
本
で
は
『
彡
』
と
記
さ
れ
て
い

る
」
の
意
を
示
し
た
異
本
注
記
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
の
十
四
番

目
の
注
記
と
し
て
は
、
異
本
の
方
が
、
現
存
の
西
念
寺
本
よ
り
も
正
確
な
記
述
が
な
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
右
の
よ
う
に
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
⑮
「
彡
イ
本
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

容
易
に
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
西
念
寺
本
の
異
本
の
言
う
『
彡
部
』、
そ
し
て
、
観

智
院
本
の
⑭
「
彡
阝
」、
高
山
寺
本
の
⑭
「
在
彡
部
」
が
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
記
述
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
高
山
寺
本
の
⑭
「
在
彡
部
」
が
、「
在
」

一
文
字
分
で
は
あ
る
が
詳
し
く
、
ま
た
、
高
山
寺
本
自
体
の
成
立
が
、
観
智
院
本
・
西
念
寺

本
よ
り
も
早
い
と
考
え
ら
れ
る（

（（（
（

の
で
、仮
に
、「
在
彡
部
」
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

「
在
彡
部
」
は
「
彡
部
に
在
り
」
の
意
と
解
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、「
彡
」
の
部
は
、
西
念
寺
本
・
高
山
寺
本
・
鎮
国
守
国
神
社
本
に
お
い
て
は
佚

文
で
あ
る
の
で
、「
彡
」
の
部
を
有
す
る
観
智
院
本
に
よ
っ
て
、「
彡
部
に
在
り
」
の
具
体
的

な
意
味
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
と
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ま
ず
、

　
〔
第
1
案
〕
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
は
、
名
義
抄
の
「
彡
」
部
に
も
記
載
が
あ
る
。

と
考
え
る
こ
と
は
、
最
も
自
然
な
発
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
資
料
Ｂ
─

36
が
、「
彳
」
部
に
記
さ
れ
て
い
る
現
況
か
ら
す
れ
ば
、「
彡
部
に

在
り
」
と
は
、「
彳
」
部
に
分
類
さ
れ
て
い
る
観
智
院
本
の
標
出
漢
字
「

」
と
同
じ
標
出

漢
字
の
項
目
が
、「
彡
」
部
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
の
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、し
か
し
、

観
智
院
本
の
仏
下
本
の
第
廿
六
「
彡
」
部
に
、
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
の
記
載
は
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る（

（（（
（

。
こ
の
「
彡
」
部
に
、
相
当
す
る
記
述
が
な
い
と
い
う
現
状
を
、
観
智
院
本

の
成
立
に
至
る
ま
で
の
転
写
作
業
に
お
け
る
事
故
、
脱
漏
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
あ
り
得

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
現
状
を
、
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
と
し
、
こ
の
〔
第

1
案
〕
を
不
可
と
す
る
。

　

と
す
る
と
、
先
に
、
観
智
院
本
の
⑭
「
彡
阝
」、
高
山
寺
本
の
⑭
「
在
彡
部
」
と
い
う
記

述
に
つ
い
て
、「
文
字
列
と
し
て
、
そ
の
言
語
表
現
に
破
綻
が
な
く
、
理
解
可
能
で
あ
る
」

と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
表
面
的
に
は
破
綻
が
な
い
と
い
う
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
名

義
抄
の
注
記
と
し
て
の
体
系
的
な
整
合
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
何
が
「
彡
部
に
在
」
る

の
か
、
何
の
「
彡
部
に
在
」
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、「
彡
部
に
在
り
」
の
具
体
的
な
指
示
内
容
に
つ
い
て
、
漢
和
辞

典
の
体
系
的
整
合
性
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
と
思
う
。

　

な
お
、「
彡
」
の
部
以
外
に
も
、
写
本
に
よ
っ
て
佚
文
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら

も
便
宜
的
に
、
完
本
で
あ
る
観
智
院
本
の
用
例
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

さ
て
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
の
篇
目
の
、
い
わ
ゆ
る
凡
例
と

も
言
う
べ
き
解
説
の
記
述
に
、「
立
篇
者
源
依
玉
篇
」
と
あ
り
、
ま
た
、「
篇
中
聚
字
者
私
所

為
也
印
字
雖
在
人
部
依
難
求
入
丨
部
失
字
雖
在
手
部
依
難
知
為
大
部
等
也
自
餘
字
准
可
知

之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、名
義
抄
の
部
首
立
て
は
、玉
篇
を
「
源
」
と
し
て
い
る
も
の
の
、個
々

の
標
出
漢
字
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
検
索
の
便
を
考
慮
し
て
、
適
宜
、
所
属
部
首
を
変
更
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る（

（（（
（

。

　

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
各
写
本
に
お
け
る
「
在
彡
部
」
等
の
注
記
も
、
標
出
漢
字
の
所
属

部
首
の
変
更
、
す
な
わ
ち
、
玉
篇
で
は
「
彡
」
部
で
あ
っ
た
も
の
を
、
名
義
抄
で
は
「
彳
」

部
へ
移
動
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

「
彡
部
に
在
り
」
の
解
釈
と
し
て
は
、

　
〔
第
2
案
〕
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
は
、名
義
抄
で
は
「
彳
」
部
に
配
属
さ
れ
て
い
る
が
、
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玉
篇
で
は
「
彡
」
部
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

の
意
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
玉
篇
に
お
い
て
は
、
偏
の
字
画
を
《
亻
》
と
し
た
「

」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

「
彡
」
部
に
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
偏
を
《
彳
》
に
し
た
も
の
は
「
彡
」
部
に
見
え
な
い
の

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
〔
第
2
案
〕
も
不
可
と
な
る（

（（（
（

。

　

と
な
る
と
、
篇
目
の
「
立
篇
者
源
依
玉
篇
」「
篇
中
聚
字
者
～
」
等
の
、
標
出
漢
字
の
所

属
部
首
の
変
更
に
関
わ
る
記
述
と
、
資
料
Ｂ
─

36
の
項
目
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
の
項
目
に
お
い
て
は
、
玉
篇
と
の
関
係
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
即
断

は
避
け
て
、
今
暫
く
、
玉
篇
と
の
関
係
の
可
能
性
を
残
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
部
首
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
資
料

Ｂ
─

36
に
お
け
る
各
写
本
の
標
出
漢
字
は
、「
彳
」
部
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
ど
れ
も
偏
の
字
画
を
《
彳
》
に
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
例
え
ば
『
修
』

と
い
う
漢
字
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
と
、《
彳
》
の
箇
所
は
、《
亻
》
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
る（

（（（
（

。
ゆ
え
に
、
玉
篇
に
見
え
る
《
亻
》
の
字
画
の
「

」
字
の
方
が
原
初
的
な
字

画
で
、《
彳
》
と
し
て
い
る
名
義
抄
の
資
料
Ｂ
─

36
の
項
目
の
標
出
漢
字
の
方
が
後
に
派
生
し

た
字
体
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、《
彳
》
の
字
画
を
《
亻
》
と
す

る
標
出
漢
字
の
項
目
が
名
義
抄
側
に
も
存
在
し
、
そ
の
標
出
漢
字
が
玉
篇
と
関
係
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
観
智
院
本
に
お
い
て
、
資
料
Ｂ
─

36
の
標
出
漢
字
「

」
の
別
の
字
体
と
思
わ

れ
る
漢
字
で
、《
彡
》
の
字
画
に
関
わ
る
標
出
漢
字
を
探
索
し
た
と
こ
ろ
、
資
料
Ｂ
─

37
に
示

す
よ
う
に
、
名
義
抄
に
お
い
て
は
、「
人
」「
彳
」「
彡
」
の
三
部
首
に
お
い
て
、〈
1
〉
～

〈
4
〉
の
、
四
項
目
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た（

（（（
（

。
な
お
、
考
察
の
便
宜
上
、
資

料
Ｂ
─

36
の
項
目
を〈
3
〉と
し
て
再
掲
し
た
が
、そ
の
注
記
の
挙
例
に
つ
い
て
は
末
尾
の「
彡

阝
」
以
外
を
省
略
し
た
。

　

資
料
Ｂ
─

37
の
〈
1
〉
～
〈
4
〉
の
要
点
に
つ
い
て
、
次
に
ま
と
め
た
。

〈
1
〉
第
一
「
人
」
部
に
、
旁
の
右
上
部
の
字
画
を
《

》、
右
下
部
を
《
彡
》
と
す
る
標

出
漢
字
「

」
の
項
目
（
仏
上
5
・
6
）
が
あ
り
、「
可
見
彳
部
」「
ヲ
サ
ム
」「
ヲ

コ
ナ
フ
」「
ツ
ク
ル
」「
カ
サ
ル
」「
カ
キ
ル
」
の
注
記
を
有
す
る
。

〈
2
〉
第
一
「
人
」
部
に
、
旁
の
右
上
部
の
字
画
を
《

》、
右
下
部
を
《

》
と
す
る
標

出
漢
字
「

」
の
項
目
（
仏
上
6
）
が
あ
り
、「
ヲ
サ
ム
」「
カ
キ
ル
」
の
注
記
を

有
す
る
。

〈
3
〉
第
二
「
彳
」
部
に
、資
料
Ｂ
─

36
の
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
（
仏
上
37
）
が
あ
り
、

14
個
の
注
記
を
有
し
、
そ
れ
ら
注
記
の
末
尾
に
⑭
「
彡
阝
」
が
あ
る（

（（（
（

。

〈
4
〉
第
廿
六
「
彡
」
部
に
、
偏
の
字
画
を
《
亻
》、
旁
の
右
上
部
を
《

》
と
す
る
標
出

漢
字
「
修
」
の
項
目
（
仏
下
本
32
）
が
存
し
、「
ヲ
サ
ム
」「
ツ
ク
ル
」
の
二
つ
の

注
記
を
有
す
る（

（（（
（

。

　

そ
し
て
、資
料
Ｂ
─

37
の
〈
1
〉
～
〈
4
〉
の
標
出
漢
字
の
字
画
を
比
較
対
照
す
る
た
め
に
、

観
智
院
本
の
標
出
漢
字
の
字
体
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
各
写
本
の
標
出
漢
字
を
、
玉
篇
の
も

の
と
併
せ
て
、
表
Ｂ
─

37
─
ａ
に
ま
と
め
た
。
ま
た
、
鎮
国
守
国
神
社
本
に
は
標
出
漢
字
に
対

す
る
異
本
注
記
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
（　

）
内
に
示
し
た
。

資料B−37

観
智
院
本

西
念
寺
本

高
山
寺
本

鎮
国
守
国
神
社
本

〈
1
〉

　

第
一
「
人
」ａ

仏上 5

（
佚
文
）

修
4 ウ

（
修
イ
）
上 2ウ

〈
2
〉

　

第
一
「
人
」
b

仏上 6

（
佚
文
）

4 ウ

（

イ
）
上 2ウ

〈
3
〉

　

第
二
「
彳
」

仏上 37

20 ウ

20オ

（
佚
文
）

〈
4
〉

第
廿
六
「
彡
」

修
仏下本 32

（
佚
文
）

（
佚
文
）

（
佚
文
）

　

玉
篇
「
彡
」

篇上 55ウ

表 B−37−a
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ま
ず
、
資
料
Ｂ
─

37
の
〈
2
〉
の
「

」
の
項
目
は
、
実
際
に
は
、
〈
1
〉
の
「

」
の

項
目
の
後
に
〈
1
〉
の
熟
字
項
目
「
─
理
」
を
挟
ん
で
連
続
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

〈
1
〉
に
対
す
る
異
体
字
項
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
〈
1
〉
の
標
出
漢
字
「

」
に
対
す
る
異
体
字
と
し
て
の
相
違
点
と
し
て
は
、
旁
の
右

上
部
の
字
画
の
《

》
と
《

》
の
相
違
よ
り
も
、
そ
の
下
部
の
字
画
の
《
彡
》
を
《

》

と
す
る
点
を
問
題
と
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
〈
1
〉
と
〈
2
〉
の

標
出
漢
字
の
字
体
の
相
違
は
、
部
首
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

　

ま
た
、〈
2
〉
の
鎮
国
守
国
神
社
本
に
は
、異
本
注
記
「

イ
」
の
記
載
が
あ
り
、そ
の
「

イ
」
の
「

」
字
に
つ
い
て
も
、
同
じ
〈
2
〉
の
高
山
寺
本
の
「

」
字
と
の
字
形
の
類
似

が
認
め
ら
れ
、鎮
国
守
国
神
社
本
の
異
本
と
高
山
寺
本
と
の
間
に
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る（

（（（
（

が
、

表
Ｂ
─

37
─
ａ
に
示
し
た
〈
3
〉
の
「
彳
」
部
、〈
4
〉
の
「
彡
」
部
に
お
け
る
各
写
本
の
標

出
漢
字
と
は
、
鎮
国
守
国
神
社
本
の
異
本
と
の
関
連
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、〈
2
〉
の
項
目
の
注
記
に
は
、
部
首
や
異
体
字
の
問
題
に
関
わ
る
注
記
は
見
ら

れ
な
い
こ
と
な
ど
も
総
合
し
て
考
え
る
と
、〈
2
〉
の
項
目
に
つ
い
て
は
、〈
1
〉
に
付
属
し

た
項
目
と
し
て
理
解
し
、
こ
こ
で
の
、
部
首
の
相
違
に
よ
る
異
体
字
の
問
題
と
は
直
接
的
に

関
わ
ら
な
い
と
考
え
、
以
後
の
考
察
で
は
、
特
に
取
り
立
て
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

さ
て
、
表
Ｂ
─

37
─
ａ
を
見
る
と
、
玉
篇
の
「
彡
」
部
に
配
さ
れ
て
い
る
「

」
と
、〈
1
〉

の
観
智
院
本
の
標
出
漢
字

（
（（（
（

が
、
同
じ
字
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、〈
1
〉
の
観

智
院
本
に
対
応
す
る
名
義
抄
の
各
写
本
の
標
出
漢
字
の
様
子
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
で
は
項

目
自
体
が
佚
文
だ
が
、高
山
寺
本
は
旁
の
右
部
分
の
字
画
を
《

》
に
《
彡
》
と
す
る
「
修
」

と
し
て
お
り
、
鎮
国
守
国
神
社
本
は
そ
の
字
画
を
《

》
に
《

》
と
す
る
「

」
で
あ
る

が
、
こ
の
鎮
国
守
国
神
社
本
に
は
、
旁
の
右
下
部
を
《
彡
》
と
し
て
高
山
寺
本
と
同
字
と
す

る
異
本
注
記
「
修
イ
」
が
あ
る（

（（（
（

。

　

ま
た
、資
料
Ｂ
─

37
の
〈
1
〉
の
観
智
院
本
の
標
出
漢
字
「

」
の
冒
頭
注
記
「
可
見
彳
部
」

は
、「
標
出
漢
字
『

』
の
《
亻
》
の
字
画
を
《
彳
》
と
す
る
異
体
字
の
項
目
が
、『
彳
』
部

に
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
せ
よ
」
の
意
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
「
彳
」
部
の
異
体
字
の
項

目
と
は
、
こ
こ
で
の
状
況
か
ら
し
て
、〈
3
〉
の
項
目
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

（（（
（

。

　

そ
の
〈
3
〉
の
項
目
は
、
資
料
Ｂ
─

36
に
示
し
た
よ
う
に
、〈
1
〉
か
ら
〈
4
〉
の
中
で
最

も
注
記
数
が
多
く
、
漢
字
注
記
、
カ
タ
カ
ナ
注
記
の
配
置
の
問
題
な
ど
も
、
⑬
「

正

」、
⑭

「
彡
阝
」
を
除
け
ば
、
一
項
目
と
し
て
の
体
裁
が
、〈
1
〉
や
〈
4
〉
の
項
目
よ
り
も
調
っ
て

い
る
。

　
〈
4
〉
の
観
智
院
本
の
標
出
漢
字
「
修
」
は
、「
彡
」
部
に
配
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

玉
篇
と
全
く
同
じ
字
画
を
有
す
る
字
体
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
観
智
院
本
で

は
、
旁
の
右
上
部
の
字
画
を
《

》
と
し
て
お
り
、
玉
篇
で
《

》
と
し
て
い
る
こ
と
と
は

相
違
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
名
義
抄
、
玉
篇
と
も
に
、
伝
本
上
の
個
性
と
い
う
問
題
を

考
慮
す
る
必
要
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、《

》
と
《

》
の
相
違
は
、
部
分
的
に
字
画

が
異
な
る
と
は
言
う
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
極
め
て
類
似
し
た
字
画
・
運
筆
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
書
写
時
の
筆
勢
次
第
で
、
ど
ち
ら
に
も
表
記
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ

れ
る（

（（（
（

。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
両
者
に
つ
い
て
厳
密
な
区
別
を
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
も
思

わ
れ
、〈
1
〉
の
観
智
院
本
の
「
人
」
部
の
「

」
字
と
、〈
4
〉
の
「
彡
」
部
の
「
修
」
字

は
、
名
義
抄
に
お
い
て
、
本
来
、
同
じ
標
出
漢
字
と
し
て
項
目
立
て
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可

能
性
を
考
え
て
も
よ
い
と
思
う
。

　

以
上
の
〈
1
〉
か
ら
〈
4
〉
の
状
況
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
理
解
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
、

考
え
ら
れ
る
の
は
、
本
件
に
関
わ
る
名
義
抄
の
各
項
目
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
次
の
［
作

業
Ａ
］
と
［
作
業
Ｂ
］
が
実
行
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

　
［
作
業
Ａ
］
名
義
抄
の
標
出
漢
字
「
修
（
＝

）」
の
項
目
は
、
玉
篇
で
「

」
が
「
彡
」

部
に
分
類
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
当
初
、
第
廿
六
「
彡
」
部
に
記

載
す
る
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
た
。

　
［
作
業
Ｂ
］
名
義
抄
の
第
廿
六
「
彡
」
部
に
記
載
さ
れ
た
標
出
漢
字
「
修
（
＝

）」
の
項

目
は
、
そ
の
後
、
検
索
の
便
を
考
慮
し
、
第
一
「
人
」
部
に
移
動
す
る
と
い

う
作
業
が
な
さ
れ
た
。

　
［
作
業
Ａ
］
は
〈
4
〉
の
項
目
の
成
立
を
、［
作
業
Ｂ
］
は
〈
1
〉
の
項
目
の
成
立
を
、
そ

れ
ぞ
れ
意
味
す
る
。
本
件
に
関
わ
る
名
義
抄
の
編
集
作
業
の
過
程
に
お
い
て
、「
修
（
＝

）」

項
目
は
、
編
集
方
針
を
原
則
的
に
玉
篇
の
部
首
分
類
に
よ
っ
て
い
た
た
め
、
当
初
、
第
廿
六

「
彡
」
部
に
配
さ
れ
て
い
た
が
、
偏
の
字
画
が
《
亻
》
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
後
に
、
検

索
の
便
を
考
え
て
、「
人
」
部
へ
の
移
動
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
現
状
に
お
い
て
、

第
廿
六
「
彡
」
部
に
〈
4
〉
の
「
修
」
項
目
が
存
す
る
の
は
、［
作
業
Ｂ
］
実
施
の
際
、
移

動
前
の
〈
4
〉
の
項
目
を
削
除
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（（（
（

。

　

ま
た
、〈
4
〉
の
項
目
の
「
ヲ
サ
ム
」「
ツ
ク
ル
」
の
二
注
記
に
つ
い
て
は
、〈
1
〉
の
項

目
へ
と
引
き
継
が
れ
た
が
、「
可
見
彳
部
」「
ヲ
コ
ナ
フ
」「
カ
サ
ル
」「
カ
キ
ル
」
の
四
注
記

に
つ
い
て
は
、［
作
業
Ｂ
］、
も
し
く
は
［
作
業
Ｂ
］
の
後
に
、〈
1
〉
の
項
目
に
お
い
て
増

補
さ
れ
た
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
、
特
に
「
可
見
彳
部
」
を
追
記
し
た
作
業
を
［
作
業
Ｃ
］
と
す
る
。
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［
作
業
Ｃ
］〈
1
〉
の
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
に
お
い
て
、〈
3
〉
の
「
彳
」
部
の
標
出

漢
字
「

」
の
項
目
と
の
関
係
を
示
す
た
め
に
「
可
見
彳
部
」
の
注
記
を
付

し
た
。

　
「
可
見
彳
部
」
の
注
記
を
増
補
す
る
に
は
、
名
義
抄
の
「
彳
」
部
に
関
連
項
目
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
関
連
項
目
を

〈
3
〉
の
「
彳
」
部
の
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
と
推
定
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
と
思
わ

れ
る（

（（（
（

。

　

そ
こ
で
、
名
義
抄
編
集
作
業
に
お
け
る
用
例
の
収
集
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
資
料

に
よ
っ
て
時
間
的
な
前
後
関
係
が
生
じ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
資
料
が
出
揃
っ
た
段
階

で
の
編
集
作
業
と
し
て
な
ら
ば
、［
作
業
Ｂ
］
と
［
作
業
Ｃ
］
が
同
時
期
の
作
業
で
成
立
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。〈
1
〉
の
項
目
の
「
可
見
彳
部
」
の
注
記
が
、
各
注
記
の
末
尾
で

な
く
、
第
一
注
記
で
あ
る
こ
と
に
は
、
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、

［
作
業
Ｂ
］
と
［
作
業
Ｃ
］
が
同
時
期
の
編
集
計
画
に
よ
る
も
の
で
、〈
1
〉
と
〈
3
〉
が
異

体
字
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
、
予
め
認
識
し
て
い
た
た
め
に
、「
可
見
彳
部
」
を
冒
頭
に
記

入
で
き
た
と
考
え
れ
ば
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（（（
（

。

　

次
に
、〈
3
〉
の
「
彳
」
部
の
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
の
末
尾
の
⑭
「
彡
阝
」
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

　

玉
篇
の
「
彳
」
部
に
関
連
項
目
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、〈
3
〉
の
標
出
漢
字
「

」
は
、

玉
篇
と
は
別
の
資
料
か
ら
採
取
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
点
で
、〈
3
〉
の
項
目
は
、〈
4
〉
や

〈
1
〉
の
項
目
と
は
別
の
理
由
か
ら
成
立
し
た
項
目
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、〈
4
〉
の
項
目
と
の
関
連
を
促
す
よ
う
な
⑭
「
彡
阝
」
の
注
記
が
存
す
る
の
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
標
出
漢
字
「

」
の
出
自
が
不
明
で
は
あ
る
が
、〈
3
〉
の
標
出
漢

字
を
用
例
と
し
て
収
集
す
る
際
の
資
料
に
、
標
出
漢
字
と
同
時
に
⑭
「
彡
阝
」
に
相
当
す
る

注
記
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
種
資
料
に
よ
っ
て
名

義
抄
が
形
作
ら
れ
る
当
初
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
字
注
記
で
あ
る
⑭
「
彡
阝
」
が
項

目
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
名
義
抄
と
し
て
不
体
裁
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
通
常
で

あ
れ
ば
、
⑭
「
彡
阝
」
は
、
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
注
記
が
採
録

さ
れ
た
後
に
、
追
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
、
観
智
院
本
の
⑭
「
彡
阝
」
に
対
す
る
高
山
寺
本
の
例
を
、
資
料
Ｂ
─

36
に
よ
っ
て
、
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、
高
山
寺
本
の
⑭
「
在
彡
部
」
は
、
そ
の
直
前
の

⑬
「
□

正

」
の
「
正
」
の
左
に
、「
正
」
字
と
同
様
に
、
そ
の
他
の
注
記
よ
り
も
や
や
小
字
で

記
さ
れ
て
お
り
、
⑭
「
在
彡
部
」
は
、
字
体
注
記
「
正
」
と
と
も
に
⑬
「
□

正

」
の
「
□
」

字
の
注
記
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

こ
の
点
か
ら
、
高
山
寺
本
の
⑬
「
□

正

」
と
⑭
「
在
彡
部
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た

標
出
漢
字
「

」
の
注
記
で
は
な
く
、
⑬
の
「
□
」
字
を
標
出
漢
字
と
し
、
割
注
と
し
て
⑬

の
「
正
」
と
⑭
「
在
彡
部
」
の
記
述
を
有
す
る
一
つ
の
項
目
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑬
「
□

正

」
と
⑭
「
在
彡
部
」
の
記
述
全
体
が
一
つ

の
項
目
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
⑬
「
□

正

」
と
⑭
「
在
彡
部
」
と
、
そ
の
周
辺
の

記
述
と
が
同
筆
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
現
高
山
寺
本
成
立
以
前
の
写
本
の
段
階

で
、
一
項
目
と
し
て
増
補
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
、
高
山
寺
本
の
⑬
「
□

正

」
と
⑭
「
在
彡
部
」
に
相
当
す
る
記
述
に
お
い
て
、
資
料

Ｂ
─

36
の
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
で
は
、
全
く
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
高
山
寺
本
の
成

立
が
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
よ
り
も
古
い
と
す
る
立
場

（
（（（
（

か
ら
は
、
こ
の
高
山
寺
本
の
記
載
状

況
を
優
先
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
の
⑬
「
□

正

」
の
「
□
」
字
は
、
旁
の
字
画
の
右
下
部
を
虫

損
し
て
い
る
た
め
に
、
表
Ｂ
─

36
─
ａ
の
作
成
時
に
は
「
□
」
と
表
記
し
た
が
、
資
料
Ｂ
─

36

に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
残
存
部
の
状
態
か
ら
、
偏
は
《
彳
》、
そ
の
右
に
《
丨
》、
そ
し
て
、

旁
の
右
の
部
分
は
、
上
部
の
字
画
が
《

》
で
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
容
易
に
確
認
で
き
る
。

そ
の
下
の
部
分
が
虫
損
箇
所
で
あ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
虫
損
部
の
下
を
見
る
と
、
そ
こ

に
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
右
斜
め
下
へ
向
か
う
「
丶
」
の
よ
う
な
字
画
が
存
在
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

　

以
上
の
点
に
し
た
が
っ
て
、
高
山
寺
本
の
⑬
「
□

正

」
の
「
□
」
字
を
復
元
し
た
も
の
を

表
Ｂ
─

36
─

ｂ
に
示
し
た
。
な
お
、
そ
の
虫
損
箇
所
に
つ
い
て
は
《

》
で
示
し
た
。

　

ま
た
、
字
画
の
状
況
や
、
表
Ｂ
─

36
─
ａ
に
示
し
た
項
目
内
の
注
記
配
列
の
順
番
か
ら
す
れ

ば
、
高
山
寺
本
の
⑬
「
□

正

」
の
「
□
」
字
は
、
観
智
院
本
の
⑬
「

正

」
の
「

」、
西
念

寺
本
の
⑬
「

正

」
の
⑬
「

」
字
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
写
本
相
互
の
字
画

の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
表
Ｂ
─

36
─

ｂ
に
示
し
た
。

高
山
寺
本
⑬
「
□
正

」
の

「
□
」字（
虫
損
部
を

と
し
た
）
観
智
院
本
⑬
「
正

」
の

「

」
字

西
念
寺
本
⑬
「
正

」
の

「

」
字

表B−36−b
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そ
こ
で
、
以
後
の
考
察
に
お
い
て
は
、
表
Ｂ
─

36
─

ｂ
に
し
た
が
い
、
表
Ｂ
─

36
─
ａ
の
高
山

寺
本
で
⑬
「
□

正

」
と
し
た
「
□
」
字
を
「

」
字
で
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

さ
て
、
表
Ｂ
─

36
─

ｂ
を
見
る
と
、
高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
の
「

」
字
は
、
観
智
院
本

の
⑬
「

正

」
の
「

」
と
、
非
常
に
類
似
し
た
字
画
の
漢
字
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
一
瞥
し
て
気
づ
く
相
違
点
と
し
て
は
、
高
山
寺
本
の
「

」
字
の
旁
の
右
上

部
が
《

》
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
観
智
院
本
の
「

」
字
で
は
一
画
目
と
二
画
目
が
交
差

し
て
《

》
と
な
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
西
念
寺
本
の
⑬
「

正

」
の
「

」
字
は
、
真
ん
中
の
《
丨
》
が
な
く
、

旁
の
上
部
が
《

》
と
な
っ
て
お
り
、
高
山
寺
本
・
観
智
院
本
の
も
の
と
は
字
画
の
差
異
が

大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
高
山
寺
本
・
観
智
院
本
の
よ
う
な
字
画
の
漢
字
が
本
来
の
字
体

に
近
い
も
の
と
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
の
「

」
字
は
、
現
西
念
寺
本
に
至
る
ま
で
の
転
写
の

過
程
で
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
よ
く
見
る
と
、《

》

の
字
画
は
、《

》
か
ら
の
変
化
は
著
し
く
見
え
る
が
、《

》
や
《

》
の
字
画
構
成
か
ら

考
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
飛
躍
し
た
変
形
で
も
な
く
、
写
本
の
系
統
を
考
え
る
上
で
は
、
留
意

し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
項
目
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」

と
⑭
「
在
彡
部
」
の
記
載
状
況
が
、
増
補
さ
れ
た
当
初
の
状
況
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
す
る

と
、
資
料
Ｂ
─

36
の
観
智
院
本
の
⑭
「
彡
阝
」
お
よ
び
西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
が
、
独

立
し
た
一
つ
の
注
記
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
お
そ
ら
く
、
観
智
院
本

と
西
念
寺
本
の
共
通
の
祖
本
が
成
立
す
る
ま
で
の
系
統
上
の
、
あ
る
転
写
作
業
に
お
い
て
、

高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
に
相
当
す
る
記
述
か
ら
、
⑭
「
在
彡
部
」
に
相
当
す
る
記
述
が
引

き
離
さ
れ
、
他
の
注
記
と
同
様
に
大
書
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
高
山
寺
本
の
⑭
「
在
彡
部
」
が
、
⑬
「

正

」
の
「
正
」
と
同
レ
ベ
ル
の
注
記

で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
こ
ま
で
の
本
稿
に
お
け
る
「
彡
部
に
在
り
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、

根
本
的
に
再
考
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
資
料
Ｂ
─

36
の
、
高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
と
⑭
「
在
彡
部
」
の
記
載
状
況
が
、

一
つ
の
項
目
を
増
補
し
た
際
に
、小
書
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、⑭
「
在

彡
部
」
に
対
す
る
「
彡
部
に
在
り
」
の
具
体
的
な
解
釈
と
し
て
は
、

　
〔
第
3
案
〕
資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
の
項
目
の
⑬
「

正

」
の
「

」
字
は
、『
彡
』
部
に

所
属
し
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
の
「

」
字
に
つ
い
て
、
そ
の
虫
損
部
を
考
慮
し
た

上
で
、「

」
字
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
漢
字
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
し
か

し
な
が
ら
、
や
は
り
、
名
義
抄
の
観
智
院
本
の
「
彡
」
部
に
も
、
ま
た
玉
篇
の
「
彡
」
部
に

も
、
そ
れ
に
相
当
し
そ
う
な
標
出
漢
字
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（

（（（
（

。

　

状
況
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、
資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
に
お
け
る
⑬
「

正

」
と
⑭
「
在

彡
部
」
の
記
載
状
況
が
、
本
来
の
形
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
⑬
「

」
を
標
出
漢

字
と
し
、
割
注
と
し
て
⑬
の
「
正
」
と
⑭
「
在
彡
部
」
を
有
す
る
一
つ
の
項
目
が
増
補
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

そ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
増
補
者
と
し
て
は
、
⑬
「

正

」
の
「
正
」
と
い
う
字
体
注
記
に

よ
り
、
⑬
の
「

」
字
の
方
を
正
字
と
考
え
て
、
資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
の
標
出
漢
字
「

」
の
方
は
正
字
体
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
増
補
者
の
構
想
と

し
て
は
、
例
え
ば
、
将
来
、
清
書
な
ど
の
作
業
を
す
る
際
に
は
、
標
出
漢
字
「

」
の
項
目

と
、
そ
の
正
字
体
と
考
え
る
⑬
の
「

」
字
を
標
出
漢
字
と
す
る
項
目
の
、
二
つ
を
列
記
す

る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
⑬
の
「

」
字
の
項
目
の
増
補
が
、
ど
の
段
階
で
行
わ
れ
た
の
か
は
、
も

ち
ろ
ん
不
明
で
あ
る
が
、
標
出
漢
字
「

」
項
目
の
空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
小
字
で
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
増
補
が
行
わ
れ
た
の
は
、
名
義
抄
の
極
初
期
の
写
本
で
は
な
く
、

現
高
山
寺
本
の
状
況
に
近
い
写
本
が
成
立
し
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
の
標
出
漢
字
「

」
に
対
し
て
、⑬
の
「

」
字
を
「
正
」

と
す
る
資
料
が
、
編
集
の
初
期
の
段
階
に
収
集
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
奇
妙
な
話

で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
に
、
⑬
の
「

」
字
に
相
当
す
る
漢
字
を
名
義
抄
の
「
彡
」

部
や
玉
篇
に
見
つ
け
ら
れ
な
い
理
由
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
⑬

の
「

」
字
を
正
字
と
す
る
記
載
が
あ
る
出
典
自
体
が
、
そ
の
他
の
文
献
よ
り
も
比
較
的
新

し
い
成
立
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
、
特
殊
な
事
情
で
入
手
困
難
な
文
献
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
観
智
院
本
や
西
念
寺
本
に
お
い
て
、
高
山
寺
本
の
⑭
「
在
彡
部
」
に
相
当
す
る
観

智
院
本
の
⑭
「
彡
阝
」
と
西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
の
記
述
が
、
独
立
し
た
一
つ
の
注
記

で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
六
段
階
の

展
開
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
1
〕
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
者
が
、
既
存
の
資
料
Ｂ
─

36
の
標
出
漢
字
「

」
に
対
す
る

正
字
『

』
の
存
在
を
確
認
す
る
。
そ
の
出
典
に
お
い
て
⑬
の
「
正
」
と
⑭
「
在

彡
部
」
に
相
当
す
る
記
述
が
既
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
。
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〔
2
〕『
正
』
と
『
在
彡
部
』
の
記
述
を
割
注
で
有
す
る
標
出
漢
字
『

』
字
の
項
目
の
増

補
を
企
画
す
る
が
、
既
存
の
写
本
に
記
入
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、

一
時
的
に
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
の
末
尾
に
、項
目
全
体
を
小
書
き
で
追
記
す
る
。

〔
3
〕
追
記
さ
れ
た
標
出
漢
字
『

』
字
の
項
目
が
、
標
出
漢
字
「

」
の
注
記
の
一
部

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
た
め
に
、
小
書
き
の
ま
ま
で
転
写
さ
れ
る
。

〔
4
〕小
書
き
さ
れ
た
標
出
漢
字『

』字
よ
り
も
、さ
ら
に
小
書
き
す
る
必
要
が
あ
る『
正
』

と
『
在
彡
部
』
に
お
い
て
、
小
書
き
で
き
ず
に
『
正
』
の
左
に
『
在
彡
部
』
を
記

入
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
取
れ
な
く
な
る
事
態
が
発
生
し
、
や
む
な
く
、『
在
彡
部
』
を

小
字
右
寄
せ
で
『
正
』
の
下
方
の
ス
ペ
ー
ス
に
記
入
す
る
。

〔
5
〕〔
4
〕
に
よ
り
移
動
し
た
『
在
彡
部
』
が
、
他
の
注
記
と
同
様
に
大
書
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
資
料
Ｂ
─

36
の
標
出
漢
字
「

」
に
相
当
す
る
標
出
漢
字
に
対
す
る
注
記

と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

〔
6
〕〔
5
〕
に
よ
り
大
書
さ
れ
た
『
在
彡
部
』
が
標
出
漢
字
『

』
と
『
正
』
か
ら
間
隔

を
と
る
。

　

資
料
Ｂ
─

36
の
様
子
か
ら
す
れ
ば
、〔
3
〕
の
段
階
を
示
し
て
い
る
の
が
高
山
寺
本
、〔
4
〕

が
、
観
智
院
本
と
西
念
寺
本
の
共
通
の
祖
本
が
成
立
す
る
ま
で
の
あ
る
段
階
の
写
本
、〔
5
〕

が
西
念
寺
本
の
系
統
、〔
6
〕
が
観
智
院
本
の
段
階
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
お
、〔
5
〕
の

成
立
も
し
く
は
成
立
後
に
、『
彡
』
を
「
フ
ク
」
と
誤
記
す
る
現
西
念
寺
本
の
状
況
が
発
生

す
る
。
ま
た
、
西
念
寺
本
の
異
本
が
〔
2
〕
以
下
の
ど
の
段
階
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

高
山
寺
本
を
〔
2
〕
で
は
な
く
〔
3
〕
の
段
階
と
す
る
の
は
、
追
記
さ
れ
た
⑬
「

」
字

の
項
目
が
、
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
を
含
む
当
該
頁
の
も
の
と
同
筆
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
る
。〔
3
〕
の
段
階
で
、
増
補
さ
れ
た
標
出
漢
字
『

』
字
の
項
目
自
体
が
、
い
ず
れ
、

清
書
の
際
に
は
大
書
さ
れ
て
一
項
目
と
し
て
独
立
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。「
転
写
さ
れ
る
」
と
し
た
が
、
複
数
回
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で

あ
る
。

　

西
念
寺
本
の
系
統
を
〔
5
〕
と
し
、
観
智
院
本
を
〔
6
〕
と
し
た
の
は
、
資
料
Ｂ
─

36
の

様
子
か
ら
、
西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
は
充
分
に
大
書
さ
れ
て
い
る
が
、
⑬
「

正

」
と

の
間
隔
が
観
智
院
本
の
よ
う
に
不
自
然
に
は
開
い
て
お
ら
ず
、
一
方
、
観
智
院
本
の
⑬
「

正

」
と
⑭
「
彡
阝
」
の
間
隔
は
著
し
く
離
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
位
置
関
係
か
ら
す

れ
ば
、
観
智
院
本
の
利
用
者
に
お
い
て
、
⑬
「

正

」
と
⑭
「
彡
阝
」
の
、
増
補
時
の
関
係

に
気
づ
く
こ
と
は
、
も
は
や
あ
り
得
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、〔
1
〕
で
、「
そ
の
出
典
に
お
い
て
⑬
の
『
正
』
と
⑭
『
在
彡
部
』
に
相
当
す
る
記

述
が
既
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
」
と
し
た
が
、
例
え
ば
、
出
典
に
お
い
て
既
に
、

資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
の
よ
う
に
、
⑬
の
「

」
字
に
相
当
す
る
漢
字
を
標
出
漢
字
と
す

る
項
目
に
、「
正
」
と
⑭
「
在
彡
部
」
に
相
当
す
る
注
記
を
割
注
で
記
し
て
い
る
状
況
が
存

在
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
出
典
は
、
や
は
り
、
部
首
分
類
体
の
漢
字
字
書
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
、⑭
「
在
彡
部
」
の
「
彡
部
」
と
は
、そ
の
出
典
に
お
け
る
『
彡
』

部
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、『
在
彡
部
』
と
引
用
し
た
以
上
、
当
時
の
名
義
抄
の
『
彡
』
部
に
も
対
応
す
る

記
述
を
追
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
観
智
院
本
に
、
そ
れ
が
確
認
さ
れ
な
い

の
は
、『
彡
』
部
に
お
け
る
追
記
を
失
念
し
た
、
も
し
く
は
追
記
の
必
要
性
自
体
に
気
づ
か

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
⑭
「
在
彡
部
」
に
相
当
す
る
記
述
が
、

⑬
「

正

」
に
相
当
す
る
記
述
と
は
別
の
資
料
を
出
典
と
す
る
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
観
智
院
本
の
「
彡
」
部
に
、
高
山
寺
本
の
⑬
の
「

」
字
に
相
当
す

る
標
出
漢
字
の
項
目
が
見
え
な
い
こ
と
で
、
名
義
抄
と
し
て
は
記
述
内
容
の
整
合
性
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、し
か
し
、名
義
抄
の
「
彡
」
部
に
、高
山
寺
本
の
⑬
の
「

」
字
に
相
当
す
る
標
出
漢
字
の
項
目
が
存
在
し
な
い
と
い
う
現
状
が
、
⑭
「
在
彡
部
」
に
対

す
る
新
た
な
解
釈
を
許
し
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
観
智
院
本
や

高
山
寺
本
の
状
況
に
し
た
が
え
ば
、「
彡
部
に
在
り
」
の
解
釈
と
し
て
、

　
〔
第
4
案
〕
⑬
「

正

」
の
「

」
字
の
項
目
は
、
従
来
の
部
首
分
類
で
は
「
彡
」
部
に
分

類
さ
れ
る
。

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
「
修
」
字
に
関
わ
る
異
体
字
の
一
群
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
部
首
分
類
は
、「
か

つ
て
『
彡
』
部
で
あ
っ
た
」
と
い
う
情
報
の
み
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
伝
承
過
程
に
お
い
て
は
、
情
報
源
が
玉
篇
で
あ
る
こ
と
や
、
玉
篇
掲
載
の
標

出
漢
字
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ど
は
、
省
み
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
成
立
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
伝
承
と
は
別
に
、
一
群
に
お
け
る
正
字
の
概
念
が
形

成
さ
れ
、
名
義
抄
と
い
う
辞
典
の
編
集
過
程
で
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
集
合
し
た
の
で
は
な
い
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か
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
の
「

」
字
が
正
字
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

玉
篇
に
類
似
の
字
体
の
も
の
す
ら
見
ら
れ
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
「
従
来
の
部
首
分
類
」
と
い
う
概
念
は
曖
昧
す
ぎ
る
が
、
玉
篇
に
代
表
さ
れ
る
漢
字
文
化

史
上
の
分
類
と
ま
で
意
識
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
推
測
を
重
ね
る
こ
と
自
体
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
、「
彡

部
に
在
り
」
の
解
釈
と
し
て
は
、〔
第
3
案
〕
が
本
来
の
指
示
す
る
内
容
で
、
そ
れ
が
、
名

義
抄
の
「
彡
」
部
に
標
出
漢
字
⑬
の
「

」
字
に
相
当
す
る
項
目
が
見
え
な
い
こ
と
で
破
綻

し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
留
め
る
の
が
、
明
確
な
結
論
を
得
ら
れ
な
い
考
察
の
現
状
か
ら

は
穏
当
か
も
し
れ
な
い
。
す
べ
て
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　

最
後
に
、
資
料
Ｂ
─

36
の
項
目
に
関
わ
る
、〈
1
〉
～
〈
4
〉
の
項
目
の
立
て
方
を
考
え
る

と
、［
作
業
Ａ
］
に
よ
り
、
玉
篇
に
依
っ
て
「
彡
」
部
に
配
し
た
〈
4
〉
に
対
し
て
、《
亻
》

の
字
画
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、そ
の
検
索
の
便
を
考
慮
し
て
［
作
業
Ｂ
］
を
実
施
し
て
、「
人
」

部
に
〈
1
〉
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
、
項
目
相
互
の
関
係
と
し
て
は
、
名
義
抄
と
し
て

は
、〈
1
〉
の
項
目
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
、〈
1
〉
に
は
熟
字
項
目
「
─

理
」
と
、
異
体
字
項
目
の
〈
2
〉
が
付
随
し
て
お
り
、〈
1
〉
を
中
心
と
し
た
項
目
の
ま
と

ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
注
記
の
数
か
ら
す
れ
ば
、
資
料
Ｂ
─

36
で
紹
介
し
た
「
彳
」
部
の
〈
3
〉
の
項

目
が
最
も
多
く
、〈
1
〉
自
身
に
「
可
見
彳
部
」
と
あ
る
こ
と
も
、〈
3
〉
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
に
あ
る
よ
う
に
、《
彳
》
の
字
画
を

有
す
る
も
の
が
「
正
」
字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、《
亻
》
の
字
画
の
〈
1
〉

の
立
場
は
微
妙
に
な
っ
て
く
る
。

　
〈
1
〉
や
〈
4
〉
の
項
目
が
、
玉
篇
と
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、

〈
3
〉
の
項
目
は
、
別
途
、
篇
を
《
彳
》
と
す
る
字
体
が
正
字
と
考
え
る
強
い
風
潮
か
ら
生

ま
れ
た
項
目
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る（

（（（
（

。
※
紙
面
の
都
合
に
よ
り
本
稿
を
分
載
致
し
ま
す
。
以
下
続
。

注
　
記

（
118
）（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
、「
人
」
部
で
は
、
721
番
「
修
」
と
、
そ
の
「
修
」
字
か
ら

真
ん
中
の
縦
画
《
丨
》
を
除
い
た
716
番
「

」
が
あ
る
。
ま
た
、「
彳
」
部
で
は
、10166

番
「

」

が
あ
り
、出
典
の
『
川
篇
』
に
「

同
修
」
と
あ
る
が
『
川
篇
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
未
詳
。
さ
ら
に
、

「
肉
」
部
で
は
、29535

番
「
脩
」
が
あ
り
、
諸
橋
氏
は
、
721
番
「
修
」
と
「
別
字
で
あ
る
が
、
通
用

す
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
本
項
目
で
は
、
旁
の
右
下
部
の
字
画
が
「
彡
」
部
に
関
わ
る
漢
字
を
考

察
の
対
象
と
す
る
の
で
、《
彡
》
の
箇
所
を
「
肉
」
部
の
《
月

に
く
づ
き》

と
す
る
「
脩
」
に
関
連
す
る
漢
字
に

つ
い
て
は
原
則
的
に
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
119
）
西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
が
、
本
来
は
『
彡
部
』
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
す
る
と
、
現
西

念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
の
状
態
に
対
し
て
、筆
者
が
当
該
箇
所
を
「
ク
フ
」
と
認
識
し
て
い
る
の
は
、

筆
者
の
個
人
的
な
解
釈
の
問
題
で
、実
際
の
記
載
状
況
は「『
ク
フ
』の
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
」

と
い
う
程
度
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
自
省
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

資
料
Ｂ
─

36
に
示
し
た
と
お
り
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
ク
」、
カ
タ
カ
ナ
の
「
フ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
瞭
で
、
筆
の
勢
い
な
ど
の
問
題
は
な
く
、
解
釈
に
「
ゆ
れ
」
が
生
じ
る
よ
う
な
曖
昧
な
点
は
な

い
も
の
と
考
え
る
。

（
120
）（
4
）
参
照
。

（
121
）
参
考
ま
で
に
、
宝
菩
提
院
本
（
倉
島
節
尚
『
宝
菩
提
院
本
類
聚
名
義
抄
』
大
正
大
学
出
版
会　

平
成
14

年
10
月
）
に
は
「
彡
」
部
（
40
～
41
頁
）
が
存
す
る
が
、
そ
こ
に
も
観
智
院
本
の
「

」
に
相
当
す

る
標
出
漢
字
の
項
目
の
記
載
は
見
え
な
い
。

（
122
）
篇
目
に
お
け
る
配
列
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
酒
井
憲
二
「
類
聚
名
義
抄
の
字
順
と
部
首
配
列
」

（
山
田
忠
雄
『
本
邦
辞
書
史
論
叢
』
三
省
堂　

昭
和
42
年
2
月
）
に
諸
説
を
踏
ま
え
た
考
察
が
あ
る
。

な
お
、
こ
の
篇
目
自
体
が
、
観
智
院
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
の
か
な
ど
、
篇
目
成
立
の
事
情
に
は
不

明
な
点
が
存
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、「
立
篇
者
源
依
玉
篇
」
の
方
針
を
、
観
智
院
本
の
み
に
限
定
し

た
も
の
と
は
せ
ず
に
、
全
改
編
本
系
名
義
抄
写
本
に
お
け
る
姿
勢
と
し
て
広
く
考
え
る
こ
と
と
し
、

名
義
抄
の
各
写
本
の
成
立
時
期
と
、
篇
目
の
記
述
の
成
立
時
期
の
関
係
に
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
123
）
玉
篇
は
、『
大
廣
益
會
玉
篇
』（
中
華
書
局
出
版　

1987

年
7
月
）
の
張
氏
澤
存
堂
本
の
複
製
本
に
よ
っ

た
。
そ
の
巻
第
五
・
彡
部
・
第
六
十
二
（
篇
上
五
十
五
ウ
）
に
、「

」
字
の
項
目
が
見
え
、「
胥
遊

切
治
也
書
云
六
／
府
三
事
孔

説
文
云
／
飾
／
也
」
の
注
記
を
有
す
る
が
、《
彳
》
の
字
画
の
標
出
漢

字
は
「
彡
部
」
に
一
字
も
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
そ
の
「

」
字
は
、（
5
）
の
『
大
漢
和
辞
典
』

721
番
の
「
修
」
字
に
お
い
て
旁
の
右
上
部
を
《

》
と
し
て
い
る
字
画
を
《

》
と
す
る
。
ま
た
、

玉
篇
の
巻
第
十
・
彳
部
・
一
百
十
九
（
篇
上
九
十
四
オ
～
九
十
五
オ
）
に
は
、
今
回
の
問
題
と
関
連

し
そ
う
な
標
出
漢
字
の
項
目
が
見
え
な
い
。
と
な
る
と
、
西
念
寺
本
の
異
本
の
『
彡
部
』、
観
智
院
本

の
⑭
「
彡
阝
」、
高
山
寺
本
の
⑭
「
在
彡
部
」
の
記
述
自
体
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
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れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
西
念
寺
本
の
⑭
「
ク
フ
部
」
の
「
ク
フ
」
を
候
補
と
す
る
以
外
に
、
誤

記
に
よ
っ
て
「
彡
」
と
記
さ
れ
そ
う
な
文
字
・
記
号
の
類
を
推
測
で
き
な
い
が
、「
ク
フ
」
で
は
意
味

不
明
と
な
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
注
記
自
体
の
記
述
を
疑
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
124
）（
25
）
の
藤
堂
明
保
氏
の
「
修
」
の
項
目
の
「
解
字
」
に
「
攸
は
、
人
の
背
中
に
さ
ら
さ
ら
と
細
く
水

を
注
い
で
行
水
さ
せ
る
さ
ま
を
示
す
（
中
略
）
修
は
『
彡
（
飾
り
）
＋
攸
（
細
長
い
）』
の
会
意
文
字
」

と
あ
り
、白
川
静
氏
の
『
字
統　

普
及
版
』（
平
凡
社　

平
成
6
年
3
月
）
の
「
修
」
の
項
目
に
は
「
会

意
」
で
「
攸
と
彡
と
に
従
う
。
攸
は
人
の
後
ろ
か
ら
水
を
か
け
て
洗
う
形
で
、
沐
す
る
意
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、「
修
」
字
の
成
り
立
ち
が
、「
人
」
の
義
と
関
わ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
す
る
と
、そ
の
字
画
と
し
て
は
、《
彳
》
で
は
な
く
《
亻
》
で
あ
る
の
が
、本
来
の
字
体
と
考
え
ら
れ
、

《
彳
》
と
す
る
字
体
の
方
が
後
に
派
生
し
た
形
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
125
）
こ
こ
で
は
、
基
本
的
に
標
出
漢
字
の
字
画
を
問
題
と
す
る
の
で
、
そ
の
他
の
写
本
と
の
比
較
対
照
の
際

に
は
、
標
出
漢
字
の
字
画
に
関
わ
ら
な
い
記
述
へ
の
言
及
を
一
部
省
略
す
る
。
ま
た
、（
118
）
に
述
べ

た
よ
う
に
、
旁
の
右
下
部
が
《
彡
》
の
字
画
に
関
す
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、「
肉
」
部
の

《
月

に
く
づ
き》

を
字
画
と
す
る
「
脩
」
字
の
異
体
字
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、「
人
」
部
（
仏
上
6
）、「
彳
」

部
（
仏
上
37
）
で
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
ち
な
み
に
、（
123
）
の
玉

篇
で
は
、「

」
の
項
目
を
、
巻
第
七
・
肉
部
・
第
八
十
一
（
篇
上
七
十
四
オ
）
に
記
載
し
て
い
る
。

（
126
）
そ
の
他
の
注
記
に
つ
い
て
は
資
料
Ｂ
─

36
を
参
照
。

（
127
）〈
4
〉
の
字
体
は
（
5
）
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の
721
番
「
修
」
と
同
字
。
参
考
ま
で
に
、（
121
）
の
宝
菩

提
院
本
（
41
頁
）
に
〈
4
〉
に
相
当
す
る
記
述
が
見
え
る
。
標
出
漢
字
の
字
画
に
つ
い
て
は
、
部
首

と
し
て
も
《
亻
》
で
記
さ
れ
て
、
観
智
院
本
と
同
字
体
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
厳
密
に
は
、

観
智
院
本
で
、
旁
の
右
上
部
を
《

》
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ブ
ン
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

宝
菩
提
院
本
で
は
、
当
該
箇
所
を
《

》
と
し
て
、
1
画
目
の
《
ノ
》
の
終
筆
部
の
下
か
ら
2
画
目

の
横
画
《
一
》
が
起
筆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
宝
菩
提
院
本
の
方
を
運

筆
上
の
勢
い
の
結
果
と
考
え
、《

》
を
記
そ
う
と
し
て
、《

》
と
な
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
可
能

と
思
わ
れ
、
相
違
を
問
題
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
128
）
鎮
国
守
国
神
社
本
の
異
本
注
記
と
高
山
寺
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
武
市
真
弘
「
三
宝
類
字
集
の
和

訓
の
傍
書
に
つ
い
て
」（『
宇
部
短
期
大
学
学
術
報
告
』
第
14
号　

昭
和
53
年
1
月
）、
山
本
秀
人
「
蓮

成
院
本
類
聚
名
義
抄
の
『
イ
』
本
注
記
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
11
輯　

昭
和
63
年
8
月
）

に
考
察
が
あ
る
。

（
129
）〈
1
〉
の
観
智
院
本
の
標
出
漢
字
は
、
実
際
に
は
虫
損
の
多
い
箇
所
で
あ
る
が
、
資
料
Ｂ
─

37
に
お
い
て

は
、
特
に
問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
虫
損
箇
所
の
指
摘
を
省
略
し
た
。
問
題
と
な

る
の
は
旁
の
右
下
部
の
《
彡
》
の
字
画
で
あ
る
が
、
残
存
箇
所
か
ら
《
彡
》
で
あ
っ
た
こ
と
が
充
分

に
推
測
さ
れ
る
。

（
130
）
実
際
に
は
、〈
1
〉
の
鎮
国
守
国
神
社
本
の
異
本
注
記
「
修
イ
」
の
「
修
」
字
の
《

》
の
1
画
目
の
《
ノ
》

の
終
筆
部
に
近
い
箇
所
に
、
虫
損
が
存
し
て
お
り
、
字
体
の
解
釈
上
、（
127
）
の
観
智
院
本
と
宝
菩
提

院
本
の
相
違
と
同
じ
問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、（
127
）
と
同
様
に
、こ
こ
で
は
《

》
と
《

》
の
相
違
を
問
題
と
せ
ず
、
仮
に
《

》
の
「
修
」
字
で
表
し
た
。

（
131
）
表
Ｂ
─

37
─
ａ
の
〈
1
〉
の
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
、
旁
の
右
下
部
の
字
画
を
《

》
と
す
る
標
出
漢
字

「

」
に
対
し
て
、
そ
れ
を
《
彡
》
と
す
る
異
本
注
記
が
存
し
て
お
り
、
鎮
国
守
国
神
社
本
の
異
本
対

照
者
は
、
そ
の
相
違
を
問
題
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
《
彡
》
と
《

》
の
相
違
を
、
異
体
字

と
し
て
弁
別
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
各
写
本
に
お
け
る
転
写
時

の
書
写
担
当
者
に
よ
っ
て
「
ゆ
れ
」
が
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
表
Ｂ
─

37
─
ａ
の
〈
3
〉

の
場
合
、
観
智
院
本
で
は
旁
の
右
下
部
の
字
画
を
《

》
と
す
る
も
の
の
、
西
念
寺
本
で
は
《

》

と
し
、
高
山
寺
本
で
は
《
彡
》
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、〈
3
〉
の
高
山
寺
本
に
お
い
て
、
旁
の
右
下

部
の
字
画
を
《
彡
》
と
し
て
、標
出
漢
字
を
「

」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、旁
の
右
上
部
の
字
画
の
《

》
と
《

》
の
相
違
を
除
け
ば
、
旁
は
〈
1
〉
の
観
智
院
本
の
「

」
と
同
じ
字
画
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
、〈
1
〉
の
「
可
見
彳
部
」
が
〈
3
〉
の
項
目
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
無
理
の
な

い
推
測
と
考
え
る
。
な
お
、《

》
と
《

》
の
2
画
目
の
起
筆
部
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
観
智
院
本

の
仏
上
の
書
写
担
当
者
の
場
合
に
は
、
類
似
の
字
画
を
有
す
る
別
の
標
出
漢
字
に
お
い
て
も
、
水
平

に
送
筆
す
る
横
画
を
記
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
直
前
の
字
画
の
終
筆
部
か
ら
続
く
連
綿
線
な
の

か
、
判
別
が
困
難
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
132
）
参
考
ま
で
に
、
異
体
字
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
漢
字
に
お
け
る
字
画
の
相
違
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
干
禄
字
書
（
杉
本
つ
と
む
『
改
訂
増
補
漢
字
入
門
『
干
禄
字
書
』
と
そ
の
考
察
』

早
稲
田
大
学
出
版
会　

昭
和
60
年
4
月　

49
頁
）
に
は
、「
修
」
字
と
「

」
字
の
対
比
の
み
が
記
さ

れ
て
、《

》《

》
お
よ
び
《

》
な
ど
の
字
画
の
相
違
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
龍
龕
手
鑑
に
お
い
て
は
、（
97
）
の
高
麗
版
で
は
、
巻
第
一
・
人
部
第
二
、
巻
第
四
・
彳
部
第

十
七
、巻
第
一
・
彡
部
第
五
十
四
の
い
ず
れ
に
も
関
連
項
目
の
記
載
が
見
え
な
い
。（
11
）
の
宋
版
で
も
、

巻
第
一
・
人
部
第
二
、
巻
第
四
・
彳
部
第
十
七
、
巻
第
一
・
彡
部
第
五
十
四
の
い
ず
れ
に
も
関
連
項

目
の
記
載
が
見
え
な
い
。
し
か
し
、（
98
）
の
朝
鮮
版
で
は
、
巻
第
一
・
人
部
第
二
（
22
丁
ウ
）
に
、

旁
の
右
上
部
を
《

》
と
す
る
「

」
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
旁
の
左
部
の
《
丨
》
が
な
い
「

」
字

と
「

」
の
三
字
を
標
出
漢
字
と
す
る
項
目
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
旁
の
上
部
の
字
画
を
争
点
と

し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
巻
第
八
・
彳
部
第
十
八
、
巻
第
三
・
彡
部
第
五
十
四
に
は
関
連
項
目
が
見

え
な
い
。
因
に
、（
13
）
の
長
島
氏
は
、
宋
本
の
龍
龕
手
鑑
に
は
、「
亻
」「
彳
」「
彡
」
の
い
ず
れ
の

部
首
に
も
「
修
」
字
と
関
連
す
る
項
目
を
示
し
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
名
義
抄
の
「
修
」
字
の
部

首
が
「
彡
」
部
か
ら
「
亻
」
部
へ
移
動
し
た
の
は
朝
鮮
版
龍
龕
手
鑑
の
影
響
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
部
首
移
動
に
関
わ
る
影
響
に
つ
い
て
、
玉
篇
と
の
関
係
以
上
の
も
の
を
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指
摘
で
き
な
い
の
で
、
部
首
分
類
に
お
け
る
龍
龕
手
鑑
の
影
響
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

な
お
、標
出
漢
字
の
字
体
に
お
け
る
朝
鮮
版
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、本
稿
に
お
け
る
第
33
項
「

イ
」

（
資
料
Ｂ
─

29
）
の
考
察
の
際
に
も
触
れ
て
い
る
。

（
133
）
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
観
智
院
本
で
は
、
同
じ
標
出
漢
字
が
別
の
部
首
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
ケ
ー

ス
が
他
に
も
存
す
る
。
と
す
れ
ば
、
検
索
の
便
を
考
慮
し
て
、
玉
篇
と
は
異
な
る
部
首
に
項
目
を
移

動
す
る
際
に
は
、玉
篇
に
よ
る
分
類
を
尊
重
し
て
、玉
篇
と
同
じ
部
首
に
配
さ
れ
た
項
目
を
削
除
せ
ず
、

生
か
し
て
お
く
方
針
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
検
証
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

ま
た
、
こ
の
「
項
目
の
移
動
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
移
動
前
の
、
玉
篇
に
基
づ
い
た
［
作
業
Ａ
］

の
段
階
ま
で
の
写
本
が
、
実
際
に
成
立
し
て
い
た
の
か
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、

［
作
業
Ａ
］
は
、
名
義
抄
編
集
構
想
時
の
予
備
作
業
で
、
実
際
に
は
「
作
業
Ａ
」
と
［
作
業
Ｂ
］
が
同

時
期
の
作
業
に
お
い
て
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
134
）
と
す
る
と
、〈
1
〉
の
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
は
、［
作
業
Ｂ
］
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
の
で
は
な
く
、

〈
3
〉
の
「
彳
」
部
の
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
か
ら
、
そ
の
異
体
字
の
項
目
と
し
て
誕
生
し
た
と
い

う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、玉
篇
の
「
彳
」
部
に
、〈
3
〉
の
「

」
を
標
出
漢
字
と
す
る
項
目
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、［
作
業
Ｃ
］
は
、
玉
篇
と
名
義
抄
と
の

間
の
部
首
分
類
問
題
と
は
無
関
係
で
、玉
篇
は
、注
記
「
可
見
彳
部
」
の
出
典
で
は
な
く
、〈
3
〉
の
「

」
字
と
も
無
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
に
よ
り
、〈
1
〉
の
項
目
の
成
立
が
、
玉
篇
と
関

連
す
る
［
作
業
Ｂ
］
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
名
義
抄
に
お
け
る
〈
1
〉
の
項
目
の
成

立
時
に
お
い
て
、
玉
篇
以
外
で
〈
1
〉
の
項
目
の
出
典
と
な
っ
た
資
料
に
、
す
で
に
「
可
見
彳
部
」

の
記
述
が
存
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
可
見
彳
部
」
の
注
記
は
、「
彳
」
部
に
異
体

字
の
関
連
項
目
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
と
記
入
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
出
典

と
し
て
は
、
部
首
分
類
さ
れ
た
漢
字
字
典
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
同
字

と
考
え
ら
れ
る〈
4
〉と〈
1
〉の
標
出
漢
字
の
項
目
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
は
、［
作

業
Ｂ
］
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
い
と
説
明
で
き
ず
、
ま
た
、
今
回
の
《
彡
》
の
字
画
を
有
す

る
標
出
漢
字
に
関
わ
り
そ
う
な
も
の
で
、「
人
」
偏
と
「
彳
」
偏
の
二
つ
の
部
首
に
、
異
体
字
の
関
係

の
項
目
を
有
す
る
よ
う
な
項
目
を
記
載
す
る
部
首
分
類
の
漢
字
字
典
な
ど
の
資
料
を
推
測
で
き
な
い

の
で
、現
段
階
に
お
い
て
は
、〈
3
〉
の
「
彳
」
部
の
標
出
漢
字
「

」
の
出
所
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、

〈
1
〉
の
項
目
の
成
立
は
［
作
業
Ｂ
］
と
［
作
業
Ｃ
］
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。

ま
た
、［
作
業
Ｂ
］
が
実
施
さ
れ
た
際
に
、「
彡
」
部
に
〈
4
〉
の
「
修
」
字
の
項
目
を
残
し
て
き
た

の
で
あ
れ
ば
、〈
1
〉
の
「

」
の
項
目
の
「
可
見
彳
部
」
の
「
彳
」
は
『
彡
』
の
誤
記
で
は
な
い
か

と
い
う
発
想
も
あ
り
得
る
。
実
際
に
《
彡
》
を
《

》
と
表
記
す
る
異
体
字
も
見
ら
れ
る
点
か
ら
す

れ
ば
、本
来
、「
可
見
彳
部
」
の
「
彳
」
字
の
記
載
状
況
が
、例
え
ば
『

』
と
記
さ
れ
て
い
て
、本
来
、

「
彡
」
部
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
『

』
を
「
彳
」
と
誤
解
し
た
の
だ
と
い
う
ケ
ー
ス

も
考
慮
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、〈
3
〉
の
「
彳
」
部
に
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
が
実
在
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
135
）
観
智
院
本
に
お
い
て
、
注
記
の
冒
頭
に
、
別
の
部
首
の
参
照
を
促
す
注
記
が
存
す
る
例
は
、
こ
の
他
に

も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
人
」
部
の
例
と
し
て
は
、
標
出
漢
字
「
信
」（
仏
上
32
）
の
項
目
の
第
一

注
記
に
「
言
部
」
と
す
る
例
が
あ
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
、高
山
寺
本
（
19
ウ
）
で
は
、標
出
漢
字
「
信
」

字
の
右
に
「
在
言
阝
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
、「
在
言
阝
」
は
、
観
智
院
本
の
よ
う
に
注
記
の
冒

頭
に
は
な
く
、
後
の
増
補
で
あ
る
か
の
よ
う
に
標
出
漢
字
の
右
脇
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
の
「
可
見
彳
部
」
の
ケ
ー
ス
も
、
本
来
は
注
記
の
冒
頭
に
は
な
く
、

標
出
漢
字
の
右
側
な
ど
に
記
さ
れ
て
、
後
の
増
補
で
あ
る
と
の
疑
い
も
生
ず
る
。
し
か
し
、
本
稿
で

の
挙
例
は
省
略
す
る
が
、資
料
Ｂ
─

37
の
〈
1
〉
に
示
し
た
観
智
院
本
に
対
し
て
、高
山
寺
本
（
4
ウ
）・

鎮
国
守
国
神
社
本
（
上
2
ウ
）
で
も
、
と
も
に
「
可
見
彳
部
」
が
注
記
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、『
可
見
─
部
』
と
『
在
─
部
』
と
い
う
表
現
の
相
違
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「
可
見
彳
部
」
は
「
在

言
阝
」
な
ど
の
例
と
は
別
次
元
の
記
述
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
136
）（
4
）
参
照
。

（
137
）
参
考
ま
で
に
、（
89
）
の
白
河
本
字
鏡
集
、
寛
元
本
字
鏡
集
、
天
文
本
字
鏡
鈔
に
、
字
画
が
類
似
す
る

標
出
漢
字
が
見
え
る
の
で
紹
介
す
る
。
所
属
部
首
は
い
ず
れ
も
「
彳
」
部
で
あ
る
。

（
138
）
篇
を
《
彳
》
と
す
る
字
体
を
正
字
と
考
え
る
風
潮
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
根
拠
に
つ
い

て
、
参
考
ま
で
に
、
管
見
に
入
っ
た
用
例
を
紹
介
す
る
。

篆
隷
万
象
名
義
で
は
、「
彡
」
部
に
分
類
さ
れ
て
《
彳
》
と
な
っ
て
い
る
用
例
が
見
え
る
。「
彡
」
部

に
分
類
さ
れ
て
い
る
点
は
、
や
は
り
玉
篇
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
彡
」
部
に
分
類
す

る
と
い
う
情
報
源
に
つ
い
て
は
、
篆
隷
万
象
名
義
か
ら
の
可
能
性
も
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

白河本

巻18「彳」部
888頁

寛元本

巻6「彳」部
876頁

天文本

巻6「彳」部
1136 頁

篆隷万象名義
高山寺本

「彡」部
第 2帖 25ウ



128（11）

西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏　─異本注記の有無について─（八）

な
お
、
篆
隷
万
象
名
義
は
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
高
山
寺
古
辞
書
資
料
第
一
』（
高
山
寺

資
料
叢
書
第
6
冊　

東
京
大
学
出
版
会　

昭
和
52
年
3
月
）
に
よ
る
。

（
101
）
の
新
撰
字
鏡
に
お
い
て
は
、《
亻
》
と
《
彳
》
の
両
方
の
例
が
見
ら
れ
、「
彳
」
部
に
分
類
さ
れ

た
例
が
見
え
る
。

新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
（
古
辞
書
音
義
集
成
第
1
巻
『
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
』　

汲
古
書
院　

昭
和

53
年
5
月
の
注
記
対
象
字
句
索
引
）
で
「
見
出
し
語
」
の
語
句
に
出
現
す
る
「
修
」
を
検
索
し
、
表

の
4
例
を
得
た
が
、
い
ず
れ
も
偏
を
《
彳
》
と
し
て
い
る
。

色
葉
字
類
抄
で
、
資
料
Ｂ
─

36
の
項
目
に
記
載
さ
れ
た
カ
タ
カ
ナ
注
記
に
関
す
る
用
例
を
検
索
し
た
と

こ
ろ
、「
ツ
ク
ル
」「
ヲ
コ
ナ
フ
」「
ツ
ク
ロ
ヒ
ナ
ヲ
ス
」「
ナ
カ
シ
」
の
語
に
、「
修
」
字
に
関
わ
る
用

例
を
得
た
が
、
い
ず
れ
も
偏
を
《
彳
》
と
し
て
い
る
。
な
お
、
色
葉
字
類
抄
の
黒
川
本
に
つ
い
て
は
、

中
田
祝
夫
・
峯
岸
明
「
色
葉
字
類
抄
研
究
並
び
に
総
合
索
引
・
影
印
編
・
黒
川
本
」（
風
間
書
房　

昭

和
52
年
8
月
）
を
使
用
し
、
前
田
本
に
つ
い
て
は
、（
32
）
の
も
の
を
使
用
し
た
。

ま
た
、
偏
の
字
画
を
《
亻
》
と
す
る
か
《
彳
》
と
す
る
か
を
含
め
て
、「
修
」
字
の
異
体
字
の
実
例
を

広
く
知
る
た
め
に
、『
漢
字
字
体
規
範
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』（
同
・
編
纂
委
員
会　

http://joao-roiz.jp/
H

N
G

/

）
で
、「
修
」
字
を
入
力
し
て
単
漢
字
検
索
を
試
み
た
（
平
成
24
年
11
月
6
日
現
在
）
と
こ
ろ
、

1
「
修
」（
大
漢
和
辞
典
721
番
）
と
2
「
脩
」（
大
漢
和
辞
典29535

番
）
に
関
す
る
用
例
が
検
出
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｈ
Ｎ
Ｇ
）
で
は
、「
字
義
が
共
通
す
る
場
合
の
み
同
字
種
と

見
な
す
」
と
い
う
方
針
に
よ
り
、「
修
」
は
「
脩
」
に
統
合
さ
れ
て
い
る
（
岡
墻
裕
剛
「
Ｈ
Ｎ
Ｇ
に
お

け
る
字
種
・
字
体
の
認
識
と
異
体
処
理
」　

石
塚
晴
通
編
『
漢
字
字
体
史
研
究
』
勉
誠
出
版　

平
成
24

年
11
月　

110
頁
）
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
脩
」
か
ら
検
索
し
た
場
合
も
同
じ
結
果
と
な
る
。

本
稿
で
は
旁
の
右
下
部
を
《
彡
》
と
す
る
字
体
を
考
察
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
旁
の
下
部
を
《
月

に
く
づ
き》

と
す
る
用
例
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
Ｈ
Ｎ
Ｇ
の
検
索
結
果
で
は
、
1
「
修
」
に
21
資
料
、

2
「
脩
」
に
83
資
料
が
検
出
さ
れ
た
が
、そ
れ
ぞ
れ
か
ら
《
月

に
く
づ
き》

に
関
す
る
資
料
（
Ⓐ
「
修
」
8
資
料
、

「
脩
」50
資
料
）を
外
し
た
。
そ
し
て
、そ
の
他
、画
像
が
暗
く
て
字
体
を
確
認
で
き
な
い
も
の（
Ⓑ「
脩
」

1
資
料
〈
資
料
番
号
70
「
金
剛
大
教
」〉）
と
、
画
像
が
表
示
さ
れ
な
い
も
の
（
Ⓒ
「
修
」
2
資
料
〈
資

料
番
号
100
「
駿
河
群
書
」、
118
「
宋
本
玉
篇
」〉、「
脩
」
2
資
料
〈「
修
」
と
同
〉）
に
つ
い
て
は
、
考

察
の
対
象
か
ら
外
し
た
。
以
上
に
よ
り
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
、
偏
を
《
亻
》
と
す
る
資
料
（
Ⓓ
）
が
、

1
「
修
」
に
9
資
料
、
2
「
脩
」
に
27
資
料
、
偏
を
《
彳
》
と
す
る
資
料
（
Ⓔ
）
が
、
1
「
修
」
に

2
資
料
、
2
「
脩
」
に
3
資
料
、
存
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

新撰字鏡・天治本

「亻」部
第 11

巻 1・28ウ

「彳」部
第 99

巻 9・24オ

新訳華厳経音義私記・小川本

25-335-5

阿

羅

51-1

皆
妙

供

98-4

色
葉
字
類
抄
・
前
田
本

色
葉
字
類
抄
・
黒
本
本

ツ
ク
ル

（
佚
文
）

中 26ウ 4

ヲ
コ
ナ
フ

（
行
）

上 84オ 5

（
行
）

上 67オ 8

上 84オ 6

上 67オ 8

ツ
ク
ロ
ヒ
ナ
ヲ
ス

（
佚
文
）

中 28ウ 5

ナ
カ
シ

（
佚
文
）

長

中 36オ 5
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「
修
」
字
と
「
脩
」
字
を
同
字
義
と
し
て
統
合
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
1
「
修
」
と
2
「
脩
」
の
検
索
結

果
は
同
じ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
異
体
字
の
実
例
の
確
認
が
目
的
で

あ
り
、《
彡
》
の
字
画
の
も
の
が
、
1
「
修
」
と
2
「
脩
」
の
ど
ち
ら
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
は
問
題

と
し
な
い
の
で
、
そ
の
点
に
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
44
「
宋
般
若
京
」、
54
「
清
版

華
厳
」、
79
「
親
鸞
無
量
」
に
お
い
て
は
、
1
「
修
」
と
2
「
脩
」
に
用
例
が
見
え
、
そ
の
漢
字
の
使

用
数
が
同
じ
に
な
っ
て
い
る
が
、
三
つ
の
資
料
の
い
ず
れ
も
表
示
さ
れ
る
画
像
が
異
な
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。

そ
う
し
た
状
況
を
認
識
し
た
上
で
、
次
に
、
1
「
修
」
と
2
「
脩
」
に
お
い
て
、
Ⓓ
偏
が
《
亻
》、
Ⓔ

偏
が
《
彳
》
の
資
料
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
画
像
に
基
づ
い
て
、
字
体
を
「
Ⅰ
」
か
ら
「
Ⅺ
」
に
分

類
し
、
一
覧
表
を
作
成
し
た
。

中国 朝鮮 周辺地域 日本

Ⓓ

Ⅰ

●52光武帝紀・P・南宋版・12C末（1200）【4】
▼28花嚴守屋・M・則天【6】
▼42京博金般・P・北宋版【5】
▼47東禪毘婆・P・北宋版・元符三年（1100）【237】
▼49華厳孔目・P・南宋版・紹興十六年（1146）【21】

▼109元華厳京・M・高麗・至元二十八年（1291）【31】▼112和寧花67・M・大和寧（渤海?）・9-10C（950）【1】●94勅版孝経・P・江戸初・慶長四年（1599）【4】
▼89春日般若・P・鎌倉・13C（1300）【2】
▼90藥師功徳・M・室町・応永十九年（1412）【8】
▼94勅版孝経・P・江戸初・慶長四年（1599）【4】

Ⅱ
●43宋宝蔵京・M・宋写治平元年（1064）【1】
●44宋般若京・M・宋写・元祐五年（1090）【36】
▼44宋般若京・M・宋写・元祐五年（1090）【36】

●109元華厳京・M・高麗・至元二十八年（1291）【31】▼113和寧花68・M・大和寧（渤海?）・9-10C（950）【1】▼82佛説大教・M・院政・12C（1200）【1】

Ⅲ
▼41開宝十誦・P・北宋版（開宝蔵）・開宝七年（974）

【9】
▼108初麗瑜5・P・韓国資料・11C（1100）【3】

Ⅳ 修

●37開成論語・P・開成石經・開成二年（837）【1】
●54清版華厳・P・清版本・康煕七年（1668）【31】
▼46通典卷一・P・北宋版【3】
▼50西夏法華・P・西夏版・人慶六年（1149）【11】
▼51法藏和尚・P・南宋版・紹興十九年（1149）【8】
▼54清版華厳・P・清版本・康煕七年（1668）【31】

●116契丹華嚴・P・契丹版【20】
▼110再麗華6・P・韓国資料・13C（1300）【16】

●119干祿文化・P・江戸後・文化十四（1817）【1】
▼90藥師功徳・M・室町・応永十九年（1412）【1】

Ⅴ
▼111大和寧6・M・大和寧（渤海?）・9-10C（950）【16】
▼113和寧花68・M・大和寧（渤海?）・9-10C（950）【10】

▼68景雲悲芬・M・奈良・神護景雲二年（768）【6】

Ⅵ
▼112和寧花67・M・大和寧（渤海?）・9-10C（950）【42】
▼113和寧花68・M・大和寧（渤海?）・9-10C（950）【16】

Ⅶ
▼107古麗華20・P・韓国資料・10C（1000）【1】

Ⅷ 【人偏の
草書体】

▼83華嚴信種・M・鎌倉・承久三年（1221）【37】

Ⓔ

Ⅸ
▼72大教勧修・M・平安・永承五（1050）【3】
▼84教行信証・M・鎌倉・元仁元年（1224）【18】

Ⅹ
●74大教国研・M・平安【11】

Ⅺ
●79親鸞無量・M・鎌倉・13世紀初頭（1200）【8】
▼79親鸞無量・M・鎌倉・13世紀初頭（1200）【8】

検索結果の資料数

Ⓐ《月
にくづき

》に関する例

Ⓑ画像が暗くて見えない

Ⓒ画像の表示がない

Ⓓ偏が《亻》

Ⓔ偏が《彳》

ⒻⒹとⒺの合計数

1
「
修
」
21

8

0

2

9

2

11

2
「
脩
」
83

50

1

2

27

3

30
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右
の
表
の
「
●
」
は
、
1
「
修
」
の
用
例
と
し
て
表
示
さ
れ
た
11
資
料
。「
▼
」
は
、
2
「
脩
」
の
用

例
と
し
て
表
示
さ
れ
た
30
資
料
を
示
し
、
両
者
の
区
別
の
後
は
、
資
料
番
号
順
に
配
列
し
た
。
資
料

に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
Ｈ
Ｎ
Ｇ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
基
づ
き
、
資
料
番
号
、
略
称
、

地
域
、
種
別
、
分
類
、
年
紀
の
順
に
示
し
た
。
詳
細
は
Ｈ
Ｎ
Ｇ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

各
資
料
の
末
尾
の
【　

】
の
数
字
は
使
用
数
で
あ
る
。

な
お
、「
Ⅷ
」
の
資
料
番
号
83
の
「
華
嚴
信
種
」
の
用
例
は
、
表
示
さ
れ
た
画
像
が
偏
を
《
亻
》
と
し

て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
旁
の
字
画
を
草
体
化
し
て
、
楷
書
時
の
字
画
を
推
測
で
き
な

い
の
で
、「
Ⅰ
」
～
「
Ⅶ
」
と
区
別
し
た
。

一
覧
表
に
よ
り
、
偏
を
《
彳
》
と
し
、
旁
の
右
下
部
の
字
画
を
《
彡
》
と
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
日

本
の
資
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
118
）に
示
し
た
よ
う
に
、（
5
）の
諸
橋
氏
の『
大
漢
和
辞
典
』に
、

出
典
の
『
川
篇
』
が
未
詳
の10166
番
「

」
の
例
が
あ
る
の
で
、《
彳
》
を
偏
と
す
る
字
体
が
日
本

独
自
の
も
の
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
1
「
修
」
の
異
体
字
で
偏
を
《
彳
》
と
す
る
例
が
珍

し
く
な
い
の
は
日
本
の
特
徴
と
言
え
そ
う
な
気
も
す
る
。
こ
こ
で
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
Ｈ
Ｎ
Ｇ
の

検
索
結
果
で
、2「
脩
」の
異
体
字
に
は
早
く
か
ら
中
国
の
用
例
に《
彳
》の
例
が
見
ら
れ
る
の
で
、「
修
」

字
で
偏
を
《
彳
》
と
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、「
修
」
と
「
脩
」
が
日
常
的
に
混
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
で
、「
脩
」
字
の
偏
を
《
彳
》
に
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
知
る
人
物
が
、
例
え
ば
、「
修
」

字
の
「
正
字
」
の
偏
は
《
彳
》
で
あ
る
と
類
推
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
類
推
に
よ
り
、
資
料
Ｂ
─

37
の
〈
3
〉
の
「
彳
」
部
の
例
、
つ
ま
り
は
資
料
Ｂ
─

36
の
項
目
が
生
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
Ⅴ
「

」・
Ⅵ
「

」・
Ⅶ
「

」
の
字
体
は
、
資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
の
「

」

字
の
旁
の
右
上
部
が
類
似
す
る
し
、（
137
）
で
参
考
と
し
た
白
河
本
字
鏡
集
、
寛
元
本
字
鏡
集
、
天
文

本
字
鏡
鈔
の
も
の
と
も
類
似
す
る
。
こ
れ
ら
が
「
朝
鮮
」
お
よ
び
「
周
辺
地
域
」
と
し
た
地
域
で
生

じ
た
字
画
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
日
本
へ
の
流
入
と
、《
彳
》
と
す
る
も
の
を
「
正
字
」

と
類
推
す
る
日
本
の
環
境
が
、
資
料
Ｂ
─

36
の
高
山
寺
本
の
⑬
「

正

」
の
「

」
字
の
よ
う
な
字
体

を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

最
後
に
、
日
本
の
古
辞
書
・
音
義
関
係
の
資
料
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
《
彳
》
と
す
る
用
例
が
見
え
、

《
亻
》
と
す
る
方
が
珍
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
の
時
代
に
生
き
る
現
代

人
に
お
い
て
は
、「
修
」
と
い
う
漢
字
の
偏
は
《
亻
》
で
あ
っ
て
、《
彳
》
と
す
る
こ
と
は
、
通
常
あ

り
得
な
い
。
日
本
に
お
け
る
、こ
の
奇
妙
な
現
状
に
つ
い
て
は
、さ
ら
な
る
用
例
収
集
を
必
要
と
す
る
。

い
わ
ゆ
る
俗
字
は
略
体
字
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
一
旦
、
人
目
に

触
れ
た
《
彳
》
の
字
体
は
、《
亻
》
よ
り
も
画
数
が
多
い
と
い
う
理
由
か
ら
、「
正
字
」
で
あ
る
か
の

よ
う
な
誤
解
が
生
ま
れ
、定
着
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
現
代
日
本
に
お
い
て
、

な
ぜ
《
亻
》
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
康
煕
字
典
（『
康
煕
字
典
』
同
文
書
局
原

版　

中
華
書
局
香
港
分
局　

1958

年
1
月
）
の
、「
人
」
部
八
画
に
「
修
」
字
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
の

で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
が
、
全
て
は
用
例
の
博
捜
を
課
題
と
す
る
。
今
後
の
課
題
と
す
る
。


